
奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、県内の事業者が、産業廃棄物の排出抑制、再生利用、減量その他そ

の適正な処理（以下「排出抑制等」という ）の技術開発及び循環資源を使った製品開。

発を行う経費の一部を助成することにより、県内の産業廃棄物の排出抑制等を促進し、

県内のリサイクル産業の育成と環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な循環型社会

の形成を推進することを目的とする。

（通則）

第２条 この要綱に定める補助金の交付については、奈良県補助金等交付規則（平成８年

６月２８日奈良県規則第８号（以下「規則」という ）に定めるところによるほか、こ。

の要綱の定めるところによる。

（定義）

第３条 この要綱において、産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２条第４項第１号に規定する産業廃棄物をいう。

２ この要綱において、県内事業者等とは、県内に事業所を置く事業者（以下「県内事業

者」という ）及び直接又は間接の構成員の３分の２以上が県内事業者で構成される法。

人格を有する団体をいう。

３ この要綱において、循環資源とは、循環型社会形成推進基本法（平成１２年６月２日

法律第１１０号）第２条第３項に規定する循環資源をいう。

４ この要綱において、補助事業とは、産業廃棄物の排出抑制等を目的として県内事業者

等が行う事業のうち、奈良県知事（以下「知事」という ）が必要かつ適当と認める事。

業をいう。

５ この要綱において 「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。、

（補助対象）

第４条 県内事業者等が産業廃棄物の排出抑制等のために行う技術開発及び循環資源等を

使った製品開発に必要な経費について、知事が必要かつ適当と認めるもの（以下「補助

対象経費」という ）の一部について補助金を交付する。。

２ 前項の補助金は、補助対象経費の３分の２以内でかつ７００万円以内の額を予算の範

囲内で交付する。

（補助対象経費）

第５条 前条の補助対象経費は、県内事業者等が排出抑制等の技術開発又は循環資源等を

使った製品開発に必要とする試験研究費用であって次の各号のいずれかに該当するもの

とする。

①県内事業者等が独自で実施する研究開発に要する経費



②県内事業者等が他の事業者と共同で実施する研究開発に要する経費

③県内事業者等が、国又は地方公共団体が設置し若しくは独立行政法人である試験研

究機関、大学等の研究機関に委託し又はそれらの機関と共同で実施する研究開発で

県内事業者等が負担すべき経費

（事業実施計画書の提出）

第６条 補助金の交付申請をしようとする県内事業者等（以下「申請者」という ）は、。

奈良県産業廃棄物排出抑制等事業実施計画書（第１号様式）及び知事が必要と認める書

類（以下「計画書等」という ）を別に定める日までに提出しなければならない。。

（補助金の交付決定の内定）

第７条 知事は、前条に規定する事業実施計画書の提出があったときは、当該計画に係る

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めた

ときは、補助金を交付しようとする計画及び交付しようとする額の内定を行うものとす

る。

２ 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、当該計画に係る事項につき

修正を加えて補助金の交付の内定をすることができる。

３ 知事は、前２項に規定する内定をするにあたり、奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費

補助金審査委員会（以下「審査委員会」という ）の意見を聴くものとする。。

４ 審査委員会は、必要に応じて、当該計画に係る調査を行い、申請者に説明を求めるこ

とができる。

（内定の通知）

第８条 知事は、補助金の交付を内定したときは、その内容を申請者に通知するものとす

る。

（計画書等の取り下げ）

第９条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助

金の交付の内定に不服があるときは、知事が定める期日までに計画書等の取り下げをす

ることができる。

２ 前項の規定による計画書等の取り下げがあったときは、当該計画に係る補助金の交付

の内定はなかったものとみなす。

（補助金の交付の申請）

第１０条 前２条の規定による補助金の交付の内定を受けた申請は、奈良県産業廃棄物排

出抑制等事業費補助金交付申請書（第２号様式）を別に定める日までに、知事に提出し

なければならない。

（補助事業の内容又は経費の配分の変更）

第１１条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の変更を行おうとす



るときは、あらかじめ奈良県産業廃棄物排出抑制等事業計画変更承認及び補助金変更交

付申請書（第３号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。但し、次の各

号に定める場合を除く軽微な変更については、この限りではない。

①補助事業の内容を著しく変更する場合

②各区分における補助事業に要する経費又は補助金を２０％を超えて変更する場合

③補助金申請額の合計を変更する場合

２ 知事は、前項の承認には、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。

（補助事業の中止又は廃止）

第１２条 補助事業者は、やむを得ない事情により補助事業を中止又は廃止する必要が生

じた場合には あらかじめ奈良県産業廃棄物排出抑制等事業中止 廃止 承認申請書 第、 （ ） （

４号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。

（補助事業遅延等の報告）

第１３条 補助事業者は、規則第４条第１項の規定により交付決定を受けた補助事業が予

定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、ただ

（ ） 、ちに奈良県産業廃棄物排出抑制等事業計画遅延等報告書 第５号様式 を知事に提出し

その指示を受けなければならない。

（遂行状況報告）

第１４条 補助事業者は、９月３０日現在の補助事業の遂行状況について、１０月１５日

（ ） 、までに奈良県産業廃棄物排出抑制等事業遂行状況報告書 第６号様式 を知事に提出し

その指示を受けなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず知事が必要と認める場合には、補助事業者は、別に定める日

現在における補助事業の遂行状況について、別に定める日までに、遂行状況報告書を知

事に提出しなければならない。

（実績報告）

第１５条 補助事業者は、補助事業を完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたとき

を含む 、又は補助事業の交付決定に係る会計年度が終了したときは、その完了又は終）

了した日から１５日以内に奈良県産業廃棄物排出抑制等事業実績報告書（以下「実績報

告書 （第７号様式）という ）を知事に提出しなければならない。」 。

（補助金の交付）

第１６条 補助事業者は、補助金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、奈良

県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金概算（精算）払請求書（第８号様式）を知事に提

出しなければならない。

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に



係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、奈良県産業廃棄物排出抑制

等事業に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書（第９号様式）を速やかに知事

に提出するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

（経過及び収益状況報告）

第１８条 補助事業者は、補助事業完了後も産業廃棄物の排出抑制等を促進しなければな

らない。

２ 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間は、毎会計年

度終了後１５日以内に、当該補助事業に係る過去１年間の産業廃棄物の排出抑制等の状

況を記載した奈良県産業廃棄物排出抑制等事業経過報告書（以下「経過報告書 （第１」

０号様式）という ）並びに当該補助事業に係る収益状況を記載した産業廃棄物排出抑。

制等事業に係る収益状況報告書（第１１号様式）を知事に提出しなければならない。

３ 知事は、必要に応じて、補助事業者に前項の報告書に係る資料の提出を求め、現地調

査をすることができる。

４ 補助事業者は、第２項の報告書に係る証拠書類を当該報告に係る会計年度終了後５年

間保存しなければならない。

（財産の管理及び処分）

第１９条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し又は効用が増加

した機械等（以下「財産」という ）を適切に管理するとともに、補助金交付の目的に。

従ってその効果的な運用を図らなければならない。

２ 補助事業者は、減価償却期間が経過する以前に財産を処分しようとするときは、あら

かじめ奈良県産業廃棄物排出抑制等事業財産処分承認申請書（第１２号様式）により、

財産処分の承認に関する申請をし、知事の承認を得なければならない。ただし、当該財

産の取得価格又は増加価格が５０万円未満の場合にあっては、この限りではない。

（工業所有権）

第２０条 補助事業者は 補助事業の実施により特許権 実用新案権又は意匠権 以下 工、 、 （ 「

業所有権」という ）を出願もしくは取得した場合又はそれらを譲渡し若しくは実施権。

を設定した場合には、奈良県産業廃棄物排出抑制等事業工業所有権報告書（第１３号様

式）により、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。

（収益納付）

第２１条 第１９条の規定による財産処分、前条の規定による工業所有権の移転等又はそ

の他補助事業の成果の実用化若しくは製品化により収益が生じたと知事が認めたとき、

知事は交付した金額の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることがで

きる。



（成果の公開）

第２２条 知事は、実績報告書及び事業経過報告書の提出があった補助事業について、そ

の成果のうち補助事業者が不利益となる情報を除き公開することができる。

（その他）

第２３条 その他本要綱に関し必要な事項は実施要領で定める。

附則

、 、 。この要綱は 平成１７年５月２４日から施行し 平成１７年度分の補助金から運用する


